
事 務 連 絡 

令和７年１２月９日 

 

建設業団体の長 殿 

 

国土交通省 不動産・建設経済局建設業課長 

 

  

北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表に伴う 

工事及び業務に従事する作業員等の安全確保等について（参考） 

 

 

今般、令和７年１２月８日の青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震を受け、気象

庁から北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されました。 

（参考）気象庁ホームページ「北海道・三陸沖後発地震注意情報について」 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2512/09b/nceq202512090200.html 

 

これを踏まえ、国土交通省直轄工事及び業務に従事する作業員等の安全確保について、別

添１のとおり行うこととしておりますので、お知らせします。 

また、各都道府県及び指定都市に対しても別添２のとおり通知しておりますので、お知ら

せします。 

 

貴職におかれましては、今後の政府からの情報も踏まえつつ、当該内容についてご理解と

適切な対応をお願いするとともに、会員、傘下団体等に本事務連絡について周知していただ

きますようお願いいたします。 

 

 

以  上 

 

 

 



 
事 務 連 絡 

令和７年１２月９日 

 

大臣官房官庁営繕部 整 備 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿 

          企 画 部 長 殿 

          港湾空港部長 殿 

          営 繕 部 長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

          営 繕 部 長 殿 

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿 

          空 港 部 長 殿 

          保 安 部 長 殿 

各航空交通管制部 次 長 殿 

          総 務 管 理 官 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

          企 画 部 長 殿 

          管理調整部長 殿 

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿 

          企 画 部 長 殿 

 

国土交通省 

大 臣 官 房 会 計 課 長 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長  

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長  

大臣官房官庁営繕部計画課長  

大臣官房官庁営繕部整備課長  

港 湾 局 総 務 課 長  

港 湾 局 技 術 企 画 課 長 

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長  

航空局航空ネットワーク部空港技術課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

北 海 道 局 予 算 課 長 

 

 

 

北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表を踏まえた 

工事及び業務に従事する作業員等の安全確保等について 

 

今般、令和７年１２月８日の青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震を受け、気

象庁から北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたことから、日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震対策計画を踏まえ、既契約の工事及び業務（以下「工事等」という。）にお

いて、下記のとおり適切に執り行うこと。 

 

記 



 
 
〇作業員等の安全確保について 

土木工事安全施工技術指針、港湾工事安全施工指針及び建築工事安全施工技術指針等

に基づき、受注者が適切に作業員等の安全確保が可能な体制の構築に努めるよう指示す

ること。 
 
〇工事等の一時中止措置について 

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」での契約済み工事等におい

て、地震の発生の危険にかんがみ、受注者が施工中又は履行中における工事等の一時中

止を求める場合、工事請負契約書第 20 条 、土木設計業務等委託契約書第 20 条等の規

定 に基づき、必要があると認めるときは、一時中止措置を行うこと。 
 

以上 



事 務 連 絡 

令和７年１２月９日 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

国土交通省 不動産・建設経済局建設業課長 

 

  

北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表に伴う 

工事及び業務に従事する作業員等の安全確保等について（参考） 

 

 

今般、令和７年１２月８日の青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震を受け、気象

庁から北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されました。 

（参考）気象庁ホームページ「北海道・三陸沖後発地震注意情報について」 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2512/09b/nceq202512090200.html 

 

これを踏まえ、国土交通省直轄工事及び業務に従事する作業員等の安全確保について、別

添のとおり行うこととしておりますので、お知らせします。 

これを参考に、各都道府県及び指定都市におかれましても、作業員等の安全確保が可能な

体制確保や、受注者から工事等の一時中止の求めがあった場合の措置について、今後の政府

からの情報も踏まえつつ、適切に対応いただきますようお願いします。 

 

なお、各都道府県におかれましては、被災地の状況にも配慮しつつ、貴都道府県内の市区町

村（指定都市を除く。）に対しても、周知をお願いします。 

 

以  上 

 

 


